
正しいはかりを使用しましょう  

 

 計量法第１６条では、取引又は証明に使用するはかりや分銅、おもりは、「検定証印」又は

「基準適合証印」が付されたものでなければならないと規定しています。 

           2023 .1                 2023 .1  

         「検定証印」                 「基準適合証印」 

2023年１月に検定を受けて       大臣が指定した者が製造し、2023年１月に 

合格したことを表しています。      基準適合証印を付したことを表しています。 

取引とは･･･有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。 

証明とは･･･公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。 

定期検査は必ず受検してください！ 

 

 計量法第１９条では、取引又は証明に使用するはかりや分銅、おもりは、２年に１回行わ

れる定期検査を受けなければならないと規定しています。 

 検定証印又は基準適合証印を付した年月（検定証印又は基準適合証印の隣接した箇所に付

されています）から３年以内の購入後１回目の定期検査は免除されていましたが、2019年4

月1日付で法律が改正され、下記のような取り扱いになりました。 
㊟改正前：2019年3月以前の年月が付されたもの→付されてから3年以内の購入後1回目を免除。 

㊟改正後：2019年4月以後の年月が付されたもの→付されてから１年以内の定期検査を免除。 

例1：2020年5月に定期検査実施→2018年6月以後に購入した2019年3月までの年月が付されている 

器物は免除される。 

 例2：2020年5月に定期検査実施→2019年4月に検定した器物は免除されない。 

また、計量士と直接契約をして検査を受けることにより、県知事が行う定期検査が免除さ

れる「定期検査に代わる計量士による検査（代検査）」制度もあります。 

 

← 定期検査に合格したはかりには、合格したことを証明する 

シールが貼られています。前回の定期検査は２０２１年で 

したので左記のシールが貼られています。 

注意！ 定期検査で不合格になったはかり等は 

                 取引・証明に使用できません。                              
 

検査の対象となるはかりの例 

・ 商店、露店、行商などで商品の売買に使用するはかり 

・ 病院、薬局等で使用する薬の調剤用のはかり 

・ 病院、学校、保育園等で健康診断や公の機関への報告用として使用する体重計 

    ※出生体重の計量も証明行為であり、検定証印が付された体重計が必要です。 

・ 運送業者等が貨物運賃の算出用に使用するはかり（取次店も含む） 

・ 農業、漁業等の生産者がその生産物等の売買又は出荷のために使用するはかり 

・ 工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり 

・ 納品検収用に使用するはかり 

  

 

お問い合わせ先  新潟県計量検定所 業務課 TEL ０２５６－３６－２２４４ 



はかりの定期検査について 

 

 

 

 

 2023年度は、下記検査日程の市町村で、はかりの検査が行われる予定です。 

 新潟県では、はかりの検査を一般社団法人新潟県計量協会に委託する予定です。 

 

①  検査のご案内は、新潟県計量協会から２週間程前に“はがき”で届きます。 

②  検査手数料は、当日現金でお支払いいただきます。 

なお、その場で領収書をお渡しします。 

 

 今回の業務を委託する予定の新潟県計量協会は、国家資格である計量士の資格を有し、専

門的な知識や経験が豊富な職員が検査を行います。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

検査日程 

市町村名 検 査 日 程 市町村名 検 査 日 程 

弥彦村 ５月９日 小千谷市 ７月１３日～７月２１日 

見附市 ５月１０日～５月１５日 妙高市 ７月２４日～８月３日 

燕市 ５月１６日～５月３１日 十日町市 ９月４日～９月２２日 

田上町 ６月１日～６月２日 津南町 ９月１３日～９月１４日 

糸魚川市 ６月６日～６月２２日 出雲崎町 ９月２５日～９月２６日 

柏崎市 ６月２７日～７月１１日 三条市 １０月２日～１０月１９日 

刈羽村 ７月１２日  

 ただし、土・日曜日、祝日及び８月１０日から８月１３日は除きます。 

※新型コロナウイルス予防のため、マスクの着用にご協力をお願いします。 

 

検査手数料 

種     類 能 力 金 額 

電は 

気か 

式り 

 

 

 

100kg以下 １,４００円 

250kg以下 １,９００円 

※ 500kg以下 ２,３００円 

機は 

械か 

式り 

 

 

 

100kg以下 ５００円 

250kg以下   ９００円 

※ 500kg以下 １,５００円 

棒はかり、直線目盛はかり   ２５０円 

分銅、おもり                         (１個)    １０円 

注  ：  精密な調剤用などの電気式はかりで、ひょう量と１目盛（最小目量又は感量）の比

が１万分の１未満のはかりの手数料は上記料金の２倍となります。 

（例） ひょう量１５０ｇ、１目盛の値１０ｍｇ（０.０１ｇ）の電気式はかりは 

０.０１÷１５０＝１５,０００分の１＜１０,０００分の１なので、 

１,４００円の２倍の２,８００円になります。 

※  :集合検査では、検査できる能力は３００㎏以下となります。 
 

お問い合わせ先  新潟県計量検定所 業務課 TEL ０２５６－３６－２２４４ 

 


